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そ　
の　

他

福　　　　

祉

福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金

助
成
事
業
が
変
更

　

平
成
26
年
度
よ
り
、
香
美
市

福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
事
業

内
容
を
変
更
し
ま
す
。

　

ま
た
、
香
美
市
通
院
バ
ス
料

金
助
成
事
業
は
廃
止
し
ま
す
。

　

な
お
、
25
年
度
の
福
祉
タ
ク

シ
ー
料
金
助
成
事
業
と
通
院
乗

合
バ
ス
料
金
助
成
事
業
の
助
成

金
の
請
求
は
４
月
10
日
（
木
）

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
在
住
で
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
年
齢
が
満
70
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
の
方
。
３
級
・
４
級
で
下
肢

障
害
・
体
幹
機
能
障
害
の
方

③
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

寄　　　　

付

教
育
支
援

香
美
市
消
防
本
部
へ

平
川
モ
ー
タ
ー
ス
さ
ん
（
土
佐

山
田
町
百
石
町
）
か
ら

　

香
美
市
消
防
行
政
に
役
立
て

て
ほ
し
い
と
ホ
ン
ダ
リ
ト
ル
カ

ブ
・
55
周
年

ス
ペ
シ
ャ
ル

１
台
が
寄
付

さ
れ
ま
し
た
。

１
級
・
２
級
の
方

【
内
容
】
香
美
市
内
の
医
療
機

関
へ
の
通
院
・
買
い
物
・
社
会

参
加
等
の
た
め
に
、
当
事
業
に

協
力
す
る
市
内
の
タ
ク
シ
ー
会

社
を
利
用
し
た
場
合
、
タ
ク
シ

ー
料
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

市
外
へ
の
通
院
は
、
特
別
な
事

情
が
あ
る
方
と
認
め
ら
れ
た
場

合
に
の
み
助
成
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

【
助
成
額
】
片
道
券
に
つ
き
、

料
金
か
ら
千
円
を
差
し
引
い
た

額
の
２
分
の
１(

上
限
有
り)

。

た
だ
し
、
視
覚
障
害
の
１
級
、

お
よ
び
下
肢
、
体
幹
障
害
１
〜

２
級
に
該
当
す
る
方
は
、
料
金

か
ら
千
円
を
差
し
引
い
た
額
の

全
額
（
上
限
有
り
）
を
助
成
し

ま
す
。
助
成
回
数
に
は
限
度
が

あ
り
ま
す
。
タ
ク
シ
ー
事
業
者

に
は
、
自
己
負
担
分
の
み
お
支

払
い
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。

【
申
込
方
法
】
印
鑑
（
障
害
者

の
方
は
障
害
者
手
帳
も
）
を
お

持
ち
の
上
、
３
月
25
日
以
降
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課

☎
53

・

３
１
２
７

香
北
支
所
☎
59

・

２
３
１
１

物
部
支
所
☎
58

・

３
１
１
１

就
学
援
助
に
つ
い
て

　

経
済
的
理
由
で
就
学
困
難
な

児
童
生
徒
に
対
し
、
学
用
品
や

給
食
な
ど
に
か
か
る
学
校
で
必

要
な
費
用
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
者
】
香
美
市
立
小
中
学

校
に
通
う
児
童
生
徒
の
保
護
者

で
、
住
民
税
の
非
課
税
ま
た
は

減
免
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
方

や
、
職
業
が
不
安
定
で
生
活
に

困
っ
て
い
る
方
等
。

【
申
込
方
法
】
申
請
書
類
は
学

校
に
あ
り
ま
す
。
援
助
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
通
学
し
て
い
る

学
校
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　４月１日より、市営バスの使用料が、乗車区間にかかわ

　らず片道２００円に改定します。路線を乗り継いだ場合

　には、新たに２００円の料金が発生します。

　香美市在住で７５歳以上の方は今までどおり無料です。

　

　４月１日より、物部町内において完全予約制（デマンド

　方式）によるバス（ものべゆず号）が新たに運行を開始し

　ます。

■問い合わせ先

　まちづくり推進課　☎５３－１０６１　　

　香北支所　　☎５９－２３１１

　物部支所　　☎５８－３１１１　

　繁藤出張所　☎５７－９３２９

市営バスどこまで行っても市営バスどこまで行っても２０２００円市営バスどこまで行っても２００円

エリア型デマンドバス物部運行開始エリア型デマンドバス物部運行開始エリア型デマンドバス物部運行開始

４月１日から

過去２年間に国民年金保険料の
未納期間がある方へ
　平成２６年４月から、過去分の保険

料免除申請対象期間が拡大され、申請

時点の２年１カ月前の分まで申請がで

きるようになります。これまでは、過

去分の保険料の免除が受けられる期間

は、申請の１年以内でした。

　国民年金は、所得が少ないときや失

業等により保険料を納付することが経

済的に困難な場合、保険料の免除を申

請することができます。

◆ご注意ください◆

①申請が遅れると万一の際に障害年金

などを受け取れない場合がありますの

で、すみやかに申請してください。

②申請期間に対応する前年所得に基づ

き、審査を行いますので、免除が承認

されない場合があります。

障害年金受給等で法定免除を　
受けている方へ
　障害基礎年金の受給などにより、法

定免除となっている方について、平成

２６年４月から、保険料を通常納付で

きる納付申出制度が始まります。

　これまでは、障害基礎年金などを受

給している方は、保険料の納付が免除

（法定免除といいます）となるため、

老齢基礎年金額の増額を希望するとき

は保険料の後払い（追納制度）をご利

用いただいていました。

　納付申出制度の利用により、保険料

の口座振替や前納による保険料の割引

など、便利でお得な制度をご利用でき

るようになります。

■問い合わせ先
　南国年金事務所　

　☎０８８－８６４－１１１１

　市民保険課　☎５３－３１１５

４月よりより制度制度が
　　　　　　　　変わりますわります

４月より制度が
　　　　変わります

援
助
の
決
定
は
審
査
の
上
、
学

校
か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
締
切
日
】
４
月
18
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】
教
育
振
興

課　

学
校
教
育
班

☎
53

・

１
０
８
１

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
者
の

皆
さ
ん
へ

　

い
ざ
と
言
う
と
き
に
、
Ａ
Ｅ

Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

が
き
ち
ん
と
使
え
る
よ
う
に
日

頃
か
ら
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

　

バ
ッ
テ
リ
ー
や
部
品
な
ど

は
、
正
常
に
動
く
期
間
が
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
設
置
し
て
か
ら

年
月
が
経
過
し
て
い
る
場
合
に

は
、
使
用
期
限
が
切
れ
て
い
な

い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
は
、
高
度
管

理
医
療
機
器
、
特
定
保
守
管
理

医
療
機
器
と
し
て
、
製
造
・
販

売
会
社
が
設
置
場
所
を
登
録
・

管
理
し
て
い
ま
す
。
設
置
し
て

い
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
廃
棄
し
た
り
、

譲
渡
し
た
り
す
る
時
は
、
必

ず
、
製
造
・
販
売
会
社
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

エ
コ
チ
ル
調
査

募
集
終
了
間
近

　

環
境
中
の
化
学
物
質
が
子
ど

も
の
健
康
に
与
え
る
影
響
を
調

査
す
る
環
境
省
の
子
ど
も
の
健

康
と
環
境
に
関
す
る
全
国
調
査

（
エ
コ
チ
ル
調
査
）
の
参
加
募

集
が
３
月
31
日
に
終
了
し
ま
す

（
調
査
は
お
子
さ
ん
が
13
歳
に

な
る
ま
で
続
き
ま
す
）
。
各
協

力
産
婦
人
科
に
エ
コ
チ
ル
調
査

員
が
い
ま
す
の
で
、
妊
婦
さ
ん

で
興
味
が
あ
る
方
は
お
声
掛
け

く
だ
さ
い
。
高
知
県
で
は
６
５

０
０
人
以
上
の
妊
婦
さ
ん
に
ご

参
加
い
た
だ
い
て
い
て
、
７
０

０
０
人
の
参
加
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
妊
婦
さ
ん
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
高
知
大
学

医
学
部
内 

エ
コ
チ
ル
調
査 

高

知
ユ
ニ
ッ
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
８
・
８
８
０
・
２
１
７
３

　香美市役所では、平成２６年４月１日付けで組織再編を行います。

　今回は、地震等の防災対策強化、移住・定住の推進、小規模課の見直しを行いました。

　また、課名・班名の名称を変更しました。

　主な見直し内容は次のとおりです。

・まちづくり推進課から防災対策班を分離し、防災対策課を設置。

・まちづくり推進課に定住班を設置。

・林業事務所を産業振興課に統合し、物部支所に林道部門を配置。

・政策企画財政課　→　企画財政課

・健康介護支援課　保健推進班　→　親子すこやか班

・健康介護支援課　保健支援班　→　健康づくり班

■問い合わせ先
　政策企画財政課　
　☎５３－３１１４

真

っ
赤な
カブです


